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本社の欠損を利用するための新た
な税務戦略と国際税務上の留意点
新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人

西田 宏之

I. はじめに
欧米の多国籍企業は、各国の税制や税率差を利用した国際税務戦略を行っていま
す。国際競争力の観点から、日系企業においてもグローバルでの連結実効税率の低
減がより重要な課題となっています。この点において、これまでの国際税務戦略では、
連結財務諸表の利益をなるべく低税率国に配賦することが基本とされていました。

ところが、昨今は、国内市場の落ち込みから、日本本社において欠損が増加し、日本で
は納税が発生していない企業が散見されるようになりました。一方で、海外展開の活
発化の結果、連結決算書上では（海外事業の貢献により）利益が発生しているような
場合、海外の現地子会社では、当該利益に対する納税が発生することから、結果とし
て、連結実効税率が日本の法定税率を超えているケースがあります（図1）。

このように、日本本社の欠損金有効活用策として、これまでのような（日本から）低税
率国に対して機能・リスクを移管、分散させ、結果として利益を配賦する方針から、日本
本社へ機能やリスクを集中させるという方法が考えられるようになってきました。
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II. 連結グループの利益の有効配賦方法
日本本社へ集約させる機能・リスクとしては、以下のようなもの
が考えられます。

1. サプライチェーンの管理（調達、製造、輸送、ロジスティックス、販
売、在庫等）

2. サプライチェーンにある海外の販社や製造拠点が抱える信用リス
クや在庫リスク

3. グローバル全体でのマーケティングやファイナンス戦略
4. グローバル全体での無形資産の管理やブランドマネジメント

（1） サプライチェーンの変更
連結実効税率低減の観点から、例えば、タイの製造工場で生産
し、中国を含む他のアジア市場で販売するような場合、これま
ではタイの製造工場が低税率国にある統括会社を介する形態
（図2-1）や、タイから直接中国の販社へ販売する形態（図2-2）
が検討されていました。

これに対して、（欠損状態となっている）日本本社へサプライ 
チェーンに関する機能・リスク（項目1、2）を集中させ、（図2-3）
のように、日本本社が仲介機能を果たしてサプライチェーンの
中に組み込まれることで、日本本社へ製造/販売の利益を配賦
する方法があります。

このようなサプライチェーンの変更については、アジアのみな
らず、米州や欧州でもグローバルベースで、同様の方法が考え
られます。

図2-1　統括会社を介した販売
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図2-2　製造会社からの直接販売
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図2-3　日本本社を介した販売

図1 連結実効税率のイメージ

連結実効税率の悪化

日本本社の課税所得: △30
日本本社の支払税額: 0
海外拠点の課税所得: 60
海外拠点の支払税額: 15
連結全体の利益 30
連結実効税率: 50%

連結利益を日本本社に配賦する場合

日本本社の課税所得: 10
日本本社の支払税額: 4
海外拠点の課税所得: 20
海外拠点の支払税額: 5
連結全体の利益 30
連結実効税率: 30%

左図の場合、日本本社では30の欠損金が発生しているも
のの、海外拠点では60の利益が発生しており、合計で15
の納税（平均税率25%と仮定）をしています。
この結果として、連結グループ全体の利益30（＝日本：欠損
30＋海外：利益60）に対する15の納税となる結果、連結実
効税率が50%に達する可能性があります。

一方で、右図のように、連結財務諸表の利益を日本にさら
に配賦できる場合には、連結グループ全体の利益は同様
に30（＝日本：利益10＋海外：利益20）となるにもかかわら
ず、全体の納税は9となる結果、連結実効税率が30%とな
ります。
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III. 国際税務上の留意点
サプライチェーンの変更や本社経費等の関係会社からの徴
収に際しては、以下のような国際税務上の留意点が考えられ 
ます。

（1） 新しい取引価格/エグジット・タックス
重要な製造・販売機能及びリスクが日本本社へ集約される結
果、各国の製造・販売会社の利益は減少し、現地における納税
額が減少することになります。そのため、取引価格の変更や本
社経費等の配賦については、（過去との整合性も見ながら）改
めて、独立企業間価格であるかどうかのレビューが必要になり
ます。加えて、十分な文書化、現地課税当局への事前確認を行
わないような場合には、サプライチェーン変更時に現地課税当
局により一定の無形固定資産（例えば、顧客リスト、顧客関係を
含むマーケティング関連の無形固定資産）が移転したとみなさ
れ、現地製造・販売会社において譲渡益課税が生じる可能性が
あります。

（2） 現地での恒久的施設（Permanent 
Establishment）課税や源泉所得税負担

日本本社の役割が増すような形でのサプライチェーンの変更
や本社経費等の配賦は、日本本社の現地における新たな課税
（PE課税や海外から日本へのロイヤルティ、保証料等の支払
についての源泉所得税負担）を生む可能性があります。日本本
社は繰越欠損金を有するため、日本本社が当該現地で支払った
税金について日本で外国税額控除が認められないと考えられ
るため留意が必要です。

グローバルでのサプライチェーン変更
のイメージとしては（図3）のように日本
を商流の中心とし、海外での販売につい
て、日本本社がサプライチェーンに関与
するようなイメージとなります。

図3　サプライチェーン変更のイメージ
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（2） 本社経費の有効配賦
（1）のように日本本社が、サプライチェーンに関与することで
製造販売の利益を日本本社で計上すること以外に、日本本社が
グローバル事業に係るマーケティング・ファイナンス、無形資産
管理やブランディング（P.53の項目3.4.）など重要な機能を果
たすことで、本社経費等をマネジメントフィー、ロイヤルティや
保証料といった形で徴収することも考えられます。

なお、これまでは、日本本社は海外関係会社からの収入計上の
ためのポリシー整備（海外子会社から収受すべき本社経費等の
把握や、按分計算のための移転価格ポリシーを含む）が十分に

整備できていなかったケースもありましたが、今後は連結実効
税率の観点からも、欧米企業並みの本社経費等の収受を行う
必要があると考えられます。

このように、日本本社へ機能・リスクを集約させることで、連結
実効税率の低下に加えて、日本本社においては、繰越欠損金の
有効利用による繰延税金資産の計上が可能となる場合もあり
ます。
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